
■ 採用状況
H 31：行政1名 R3：薬剤師 1名

■ 採用後の処遇
採用後、全国の麻薬取締部に配属されます。

■ 応募資格
次の①または②の条件を満たす方

① 国家公務員採用一般職試験（大卒程度）の

「行政」「教養」「デジタル・電気・電子」

の一次試験合格者（ただし、最終合格が採用

条件）。

② 薬剤師又は薬剤師国家試験合格見込みの者

で、30歳以下の者（ただし、薬剤師国家試

験合格見込みの者については、薬剤師免許の

取得が採用条件）。

〒900-0022  沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎 東棟6階

TEL：098-854-2584 FAX：098-834-8978 Mail: okinawa-saiyou@mhlw.go.jp

★ 採用情報は、麻薬取締官HPをチェック！ URL：http//www.ncd.mhlw.go.jp

薬物乱用と戦う麻薬取締官！

九州厚生局沖縄麻薬取締支所
■ 麻薬取締官の使命と役割
麻薬取締官は、大麻やコカイン、などの麻薬や覚醒剤などの薬物乱用の無い健全な社会を実現す

るため、刑事訴訟法に基づく特別司法警察員として、薬物事件の捜査に従事します。

さらに、病院や薬局における医療用麻薬の管理に関する監督や指導、学生や各種団体に対する薬

物乱用防止啓発活動、薬物乱用に関する相談への対応など、幅広い分野での活動を展開しています。

また、国際会議に参加して世界的な薬物情勢について各国の関係機関と情報交換を行っているほか、

押収した薬物や尿の鑑定を行っている職員もいます。

■ 麻薬取締部の組織
麻薬取締官は、厚生労働省の地方支分部局で

ある地方厚生（支）局の麻薬取締部（支所）に

所属し、全国12か所（札幌、仙台、東京、横浜

、名古屋、大阪、神戸、広島、高松、福岡、小

倉、那覇）で活動しています。定員は、301名

（R7年度）という少数精鋭組織です。

■ 先輩からのメッセージ R３採用（3年目） 女性
麻薬取締官の業務は、内偵や逮捕だけでなく、裁判所への令状請求や被疑者の取り調べ、検察庁

に提出する捜査書類の作成、病院や薬局への立入検査など、多岐に渡ります。

特に捜査部門は、個人ではなくチームで協力して捜査するため、先輩後輩関係なく意見を出し合

う風通しの良い職場となっています。

また、テレビの刑事ドラマのような場面や、普段の生活では想像もつかない場面に遭遇すること

も多く、刺激的な仕事を希望される方にはとても面白いのではないかと思います。

特殊な仕事なので初めは戸惑うこともありますが、そんな時は経験豊富な先輩たちがフォローし

てくれます。

事件が解決した時は大きな達成感とやりがいを感じることができるので、麻薬取締官の業務に少

しでも興味を持たれた方は、是非検討してみてください。

厚生労働省九州厚生局沖縄麻薬取締支所 – Okinawa Narcotics Control Office, Kyushu Regional Bureau of Health & Welfare –

■ 業務説明会（個別）実施中
業務内容や福利厚生などについて、1時間程度の個別説明会を行っています。希望日時を第3

希望まで明記して、下記メールアドレスまでご連絡ください。お気軽にどうぞ、待ってます！


